
’ ｊ

缶
。
○
Ｌ
Ｐ
軍
凸

嶮
銅
版
僖
劇
』
秘
し
〃
’
一
聖
一

』
篭
え
一

武
村

河
野

上
国
務

沼
国
務I

’

－
ー ユ

「 内 閣
I

記録漬人事 母

挿札記入済

最
高
裁
判
所
判
事
三
好
達

’

％
縦

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

を

最

高

裁

判

所

長

官

に

指

名

し

、

左

の

と

お

り

閣

議

決

定

の

上

上

奏

い

た

し

た

い

。

島
村
国
務
大
臣
陀
陸
檮
木
国
務
大
臣
塗
衛
藤
国
務
大
臣
胞
一
宮
崎
雪
務
大
臣

や

１

｜
最
高
裁
判
所
長
官
草
場
良
八
か
ら
免
官
の
願
い
出
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
後
任
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
判
事
三
好

達
I

１

青

木

国
務
大
臣

鱗

宮

立
剛１１

雪
務
大

臣

皇

池
端
国
務
大
臣
脾１

浦
野
国
務
大
麗
仏

野
坂

’
国
務
大
臣
参

深
谷
国
務
大
臣
蕊

森

国
務
大
臣

尋
江
藤
国
務
大
臣
通
ー

宮
澤
国
務
大
臣
蕊

橋
本

●

国
務
大
臣

傘

｜
内
閣
総
理
大
臣

鯨

内
閣
官
房
長
官

参

内
閣
官
房
副
長
官
唾
出
郷

内
閣
参
事
官

壁

畦
吟

人
閣
議
第
三
七
号

起案

平
成

七
塁
○
匙
一
○
日

裁
可

平
成
セ
年
薑
月
セ
日

平
成

年
月
日

上
奏

平
成
セ
年
二
月
迄
日

施
行

平
成
七
年
一

一
月
と

日

決
定

毒

成
七
一

一
つ
日
毎
琴
一
一
日
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T ’内 閣

●

’

｜

｜

’

I

■

－－

’

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

’
最
高
裁
判
所
長
官
草
場
良

八

〃
嘩一

l

l

最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

け



司 裁 判 所
■■■■■■■■■■

〃〃

年
〃 〃

出
生
地

〃

本
籍

〃

現
住
所三

一

一

八

一
一

○ 七 ロ
言 『－■■■
－

〃

一
一 月四 四 四

一
一
一

｜
々
一

一

一

八

〃

日九 七 七
－F

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

事

出
生
の

年
月
日

旧
氏
名

氏
名

項

昭
和
二
年
十
月
三
十
一
日
生

三み

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃

好 よ
し庁

閣

と
お
る

ー琶一

津

名



q ，で

裁 判 所

〃 〃

一

一

一

八

〃 〃 〃 〃

一

一

一

需

〃 〃 昭
和
三
三

年
号

〃

八

〃 〃

〃 四

〃 〃

一
ハ

月

〃

五

〃 〃 一

一
ハ 九

〃 一
一
一

『
一

日

兼
ね
て
函
館
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

函
館
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
付
を
免
ず
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
付
を
命
ず
る

東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

小
倉
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

福
岡
家
庭
裁
判
所
小
倉
支
部
勤
務
を
命
ず
る

兼
ね
て
福
岡
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
勤
務
を
命
ず
る

福
岡
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

兼
ね
て
東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃 最
高
裁
判
所

庁
名

2丁

三
好
達



÷

I

裁 判 所

〃 〃

四
一

〃 〃 〃 〃 〃

″
四
○

〃

一

一

一

九

昭
和
三
八

年

号

〃

四

〃 〃 〃 〃 〃

四 四 八
月

〃

一

〃 一

ユ
ハ

〃 〃

九 八

一

一
ハ 五

日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

札
幌
高
等
裁
判
所
函
館
支
部
勤
務
を
命
ず
る

札
幌
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
官
を
免
ず
る

函
館
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
函
館
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

函
館
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

札
幌
高
等
裁
判
所
函
館
支
部
勤
務
を
命
ず
る

札
幌
高
等
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

函
館
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃

◆

、

最
高
裁
判
所

庁
名

3丁

三
好
達



､

裁 判 所

〃 〃 〃 〃

四
七

″

四
六

■◆

昭
和
四
四

年
号

五

〃 〃

四
一

四
月

一

五

一

一

○

〃

一

一
一
一

一

日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
制
度
調
査
室
長
の
兼
務
を
免

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
制
度
調
査
室
長
を
命

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
二
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

任
期
は
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
三
課
長
を
免
じ

事
項

法
務
．
省

〃 最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

庁
名

4丁

三
好
達



、

裁 判 所

〃 〃 〃 〃

五
○

〃 〃 〃

″
四
九

〃

四
八

〃 昭
和
四
七

年
号

〃 〃 〃

四

一

○ 九

〃

四 四 七
一
ハ

月

〃 〃

九 八

一

四

一

八

一

一

○

一
一
一

一
一

一
一
一
ハ

一

一

九
日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
の
事
務
代
理
を
免
ず
る

中
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
の
事
務
代
理
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
田
宮
重
男
海
外
出
張
不
在

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
制
度
調
査
室
長
を
命

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
の
事
務
代
理
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
の
事
務
代
理
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
長
井
澄
海
外
出
張
不
在
中

ず
る

事
項

最
高
裁
判
所

内
閣

〃 最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 〃 〃

「

〃 最
高
裁
判
所

庁
名

5丁

三
好
達



k

■ー

、

裁 判 所

〃 〃

五
一

〃 〃 昭
和
五
○

年
号

五 一

〃 〃

七
月

一

九 一

一

一

詞

〃

五
日

－

昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
五
日
出
発
夕

欧
米
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

欧
米
各
国
の
司
法
事
情
視
察
の
た
め
約
三
十
日
間
の
予
定
で

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
制
度
調
査
室
長
の
兼
務
を
免

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
二
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
制
度
調
査
室
長
を
命

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

事

項

〃 最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

6丁

三
好
達



や

裁 判 所

〃 〃 〃 〃 〃

五
六

〃

五
五

〃 〃

五
四

〃 〃

再
一

一

一

昭
和
五
二

年
号

〃 一
一

〃 〃 一

○
一
ハ 四

一
一
ハ

一 一
月

一
一
一
ハ

一

一
ハ

〃 〃 一
一
一
ハ 五 一 一 五 一 一

日

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
民
事
訴
訟
法
部
会
委
員
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
民
事
訴
訟
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
民
事
訴
訟
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

～

昭
和
五
十
一
年
十
月
二
十
七
日
帰
着

、

事
項

東
京
高
等
裁
判
所

法
務
省

東
京
高
等
裁
判
所

〃 最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

7丁

三
好
達



■ ■

看〒1 裁 判 所

’
年昭

和
五
七

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

一
ハ
ー

一
ハ

○ 巨
言

〃 〃 〃 〃 〃 I 〃

月
四

一
一
一 五 －q

圧

〃 〃 〃 〃 〃 〃一
一

日
五 ○

一
一

長
野
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
長
野
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

長
野
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

長
野
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

大
分
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
分
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

大
分
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
大
分
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
長
に
補
す
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
に
充
て
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

一
皇
寺

項

Ｒ
Ｉ
１
１
最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃 I 〃

１
１
．
１
１

〃 〃

庁 －
’
一
一

閣 好

名
生？一

篝
F－qー一一一



９
４

、

国
州
一

〃〃

裁 判 所
｜

’平
成

年
〃 〃

昭
和
六
一

〃 〃

一
二
一

一
ハ
ー
ー

一
一
一 二 号

■■ ロ■

〃 〃 〃 〃

月五 五 五 四

二

八

〃 〃 〃 〃一
一
一
一

一

日
○ 一

法
制
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

札
幌
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
官
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
首
席
調
査
官
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

長
野
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

長
野
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

に
指
名
す
る

事

■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｏ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｆ
ｊ
Ｆ
Ｉ
１
Ｉ
ｊ
■
９
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
▽
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
Ｖ
ｒ
０
４
ｒ
Ｍ
Ⅲ
Ⅲ

■

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
Ｕ
ｌ
－
－
ｆ
Ｉ

項

法
務
省

最
高
裁
判
所

内 内最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

〃 〃

’

庁 －
一
一
一

閣 閣 好

名

差



~

〃

裁 判 所

嵐

〃

五

〃 平
成
四

年
号

一
一
一 四

一
一
一

月

一

一

四

一

一

四

一

一

秀
日

一

～

平
成
五
年
九
月
二
十
九
日
帰
着

、

一

平
成
五
年
九
月
十
三
日
出
発

〃

予
定
で
欧
州
各
国
に
出
張
を
命
ず
る

欧
州
各
国
に
お
け
る
司
法
事
情
視
察
の
た
め
約
十
七
日
間
の

法
制
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

事
項

最
高
裁
判
所

法
務
省

内

閣
庁
名

10丁

三
好
達



最高裁人任E第893号

平成7年10月24日

内閣総理大臣村山富市殿

最高裁判所長官草場良

最高裁判所長官草場良八より退官願が別紙のとおり提出されたから，発令方お取

り計らい願いたい。
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